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ユーキャンの毒物劇物取扱者 合格テキスト＆問題集 

法改正等に伴う変更のお知らせ 

 
この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書の記述内容について、法改正等に伴い、以下のような変更がございますので、お知らせいたします。 

なお、発刊年月日により対象となる変更箇所が異なる場合がございますので、お手元の書籍の奥付で発行年

月日をご確認のうえ、変更していただきますようお願いいたします。 

 
■「初版 第 1 刷（2023 年 3 月 10 日）」、「初版 第 2 刷（2023 年 8 月 1 日）」、 

「初版 第 3 刷（2024 年 8月 1 日）」、「初版 第 4 刷（2025 年 7 月 1 日）」をお持ちの方 

該当頁 該当箇所 変更前 変更後 変更日 

P.54 本文／下から２行目 ～、譲受人が押印
おういん

した書面と～ ～、譲受人が押印
おういん

または署名した書面と～ 2026.2.13 

P.55 本文／２行目 ～、譲受人が押印した書面を～ ～、譲受人が押印または署名した書面を～ 2026.2.13 

P.57 本文／１行目 国民健康保険被保険者証など、交

付を受ける者の氏名～ 

国民健康保険法に規定する書面その他の

交付を受ける者の氏名～ 

2026.2.13 

P.59 理解度把握○×テス

ト／問２／問題文／

２行目 

記載して譲受人が押印した書面の

～ 

記載して譲受人が押印または署名した書

面の～ 

2026.2.13 

P.62 本文／①第１号：後

退して運転するもの

の同乗／２つ目の灰

色囲み内 

１ １人の運転者による連続運転時間

が、４時間を超える 

２ １人の運転者による運転時間が、１

日当たり９時間を超える 

１ １人の運転者による連続運転時間が、４

時間(高速自動車国道等で一定の事情

がある場合は４時間30分)を超える 

２ １人の運転者による運転時間が、２日（始

業時刻から起算して48時間）を平均して

１日当たり９時間を超える 

2026.2.13 

P.66 理解度把握○×テス

ト／問２／問題文／

１行目 

1人の運転者による連続運転時間

が４時間を超えるときは、～ 

1人の運転者による連続運転時間が４時間

(高速自動車国道等で一定の事情がある場

合は４時間30分)を超えるときは、～ 

2026.2.13 

P.68 本文／③情報の提供

／灰色囲み内 

磁気ディスクの交付その他の方法で

あって、当該方法により情報を提供

することについて譲受人が承諾した

もの 

電磁的記録媒体の交付、電子メールの送

信または当該情報が記載されたホームペ

ージのアドレスおよび当該ホームページの

閲覧を求める旨の伝達 

2026.2.13 

P.72 理解度把握○×テス

ト／問６／問題文／

２～３行目 

～提供は、譲受人の同意があれば、

後日、必要事項が保存されている磁

気ディスクを送付することでも良い。 

～提供は、販売または授与の後日、電磁的

記録媒体の交付やホームページの閲覧を

求める旨の伝達により行うことができる。 

2026.2.13 

P.299 問14／肢ウ／２行目 ～、譲受人の押印が必要～ ～、譲受人の押印または署名が必要～ 2026.2.13 

別冊P.7 ●毒物劇物営業者以

外の者への販売等／

囲み内２行目 

～〔譲受人が押印した書面〕～ ～〔譲受人が押印または署名した書面〕～ 2026.2.13 

別冊P.8 ●毒物・劇物の運搬

方法／最後の２行 

●１人の運転者による連続運転時間

が、４時間を超える場合 

●１人の運転者による運転時間が、１

日当たり９時間を超える場合 

●１人の運転者による連続運転時間が、４

時間（高速自動車国道等で一定の事情

がある場合は４時間30分）を超える場合 

●１人の運転者による運転時間が、２日を平

均して１日当たり９時間を超える場合 

2026.2.13 

別冊P.44 問題14／肢ウ／１行

目 

～、譲受人が押印した書面～ ～、譲受人が押印し、または署名した書面～ 2026.2.13 

 


